変更届出に必要な書類（福祉系大学等（社会福祉士））

提出期限：変更のあった日から１月以内
提出先：関東信越厚生局 健康福祉部 健康福祉課 保健係（福祉系大学等担当）
　　　　kkksy02@mhlw.go.jp

設置者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地）の変更
１　大学等確認変更届出書【様式１、様式２】
※「設置年月日」欄には科目確認を受けた年度の４月１日を記載すること。
※「授業開始予定年月日」欄には科目確認を受けた又は定員変更をした年度の４月１日を記載すること。

２　変更理由書
※変更時期、変更内容、変更理由を具体的に記載すること。
※ホームページに掲載している「大学等確認変更届出書　チェックリスト」を「変更理由書」として活用することを推奨。

[bookmark: _Hlk221011879]３　担当者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）
　※当局からの質問等に対して責任を持って対応できる者を記載すること。


学校の名称（福祉系大学等として確認を受けた学部、学科、コース等を含む）の変更
１　大学等確認変更届出書【様式１、様式２】
※「設置年月日」欄には科目確認を受けた年度の４月１日を記載すること。
※「授業開始予定年月日」欄には科目確認を受けた又は定員変更をした年度の４月１日を記載すること。

２　変更理由書
※変更時期、変更内容、変更理由を具体的に記載すること。
※ホームページに掲載している「大学等確認変更届出書　チェックリスト」を「変更理由書」として活用することを推奨。

３　学則等（新旧対照表、新学則、旧学則　等）

４　学則の変更について議決している旨を記載した理事会議事録の写し

５　担当者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）
　※当局からの質問等に対して責任を持って対応できる者を記載すること。

位置（福祉系大学等として確認を受けた学部、学科、コース等の住所）の変更
１　大学等確認変更届出書【様式１、様式２】
※「設置年月日」欄には科目確認を受けた年度の４月１日を記載すること。
※「授業開始予定年月日」欄には科目確認を受けた又は定員変更をした年度の４月１日を記載すること。

２　変更理由書
※変更時期、変更内容、変更理由を具体的に記載すること。
※ホームページに掲載している「大学等確認変更届出書　チェックリスト」を「変更理由書」として活用することを推奨。

３　学則等（新旧対照表、新学則、旧学則　等）

４　学則の変更について議決している旨を記載した理事会議事録の写し

５　担当者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）
　※当局からの質問等に対して責任を持って対応できる者を記載すること。



長（福祉系大学等の長）の氏名及び履歴の変更
１　大学等確認変更届出書【様式１、様式２】
※「設置年月日」欄には科目確認を受けた年度の４月１日を記載すること。
※「授業開始予定年月日」欄には科目確認を受けた又は定員変更をした年度の４月１日を記載すること。

２　変更理由書
※変更時期、変更内容、変更理由を具体的に記載すること。
※ホームページに掲載している「大学等確認変更届出書　チェックリスト」を「変更理由書」として活用することを推奨。

３　担当者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）
　※当局からの質問等に対して責任を持って対応できる者を記載すること。




実習演習担当教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任方は兼任の別の変更
１　大学等確認変更届出書【様式１、様式２】
※「設置年月日」欄には科目確認を受けた年度の４月１日を記載すること。
※「授業開始予定年月日」欄には科目確認を受けた又は定員変更をした年度の４月１日を記載すること。

２　変更理由書
※変更時期、変更内容、変更理由を具体的に記載すること。
[bookmark: _Hlk221093355][bookmark: _Hlk221093285][bookmark: _Hlk221093187][bookmark: _Hlk221093055]※追加・削除となった教員の氏名及び教員調書頁番号を記載すること。
※ホームページに掲載している「大学等確認変更届出書　チェックリスト」を「変更理由書」として活用することを推奨。

３　実習演習担当教員に関する調書【様式３】（変更のあった教員のみ）
　※「教育歴・職歴」欄において、「年月」の項目は、「○年○月～△年△月（×年×月）」のように、期間及び合計年月を記載すること。また、現在に至るまで従事している教育歴又は職歴については、届出月までをカウントすること。なお、育児休業等の期間については、教育歴又は職歴に含めないこと。
　※「教員調書頁番号」欄は必ず記載すること。教員調書頁番号は一人の教員に固有のものであるため、退職した教員については欠番とし、新たに着任した教員については新たな番号を付与すること。

[bookmark: _Hlk220682572]４　資格証・講習会修了証等の写し（変更のあった教員のみ）
　※大学等において開講する社会福祉に関する科目の確認に係る指針の教員要件に応じた資格証等の写しを添付すること。なお、要件に関係ない資格証等の写しの添付は不要であること。
　※社会福祉士実習演習担当教員講習会を修了した者については、その修了証の写しを添付すること。

５　就任承諾書【参考様式３】（変更のあった教員のみ）

６　担当者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）
　※当局からの質問等に対して責任を持って対応できる者を記載すること。




校舎の概要（確認申請書に記載した演習室又は実習指導室）の変更
１　大学等確認変更届出書【様式１、様式２】
※「設置年月日」欄には科目確認を受けた年度の４月１日を記載すること。
※「授業開始予定年月日」欄には科目確認を受けた又は定員変更をした年度の４月１日を記載すること。

２　変更理由書
※変更時期、変更内容、変更理由を具体的に記載すること。
※ホームページに掲載している「大学等確認変更届出書　チェックリスト」を「変更理由書」として活用することを推奨。

３　変更前と変更後の配置図等

４　担当者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）
　※当局からの質問等に対して責任を持って対応できる者を記載すること。




実習施設及び実習指導者の変更
１　大学等確認変更届出書【様式１、様式２】
※「設置年月日」欄には科目確認を受けた年度の４月１日を記載すること。
※「授業開始予定年月日」欄には科目確認を受けた又は定員変更をした年度の４月１日を記載すること。
※「実習施設の施設名及び実習種別」については、「社会福祉士介護福祉士養成施設　　　指定規則第三条第一号ヲ及び第五条第十四号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規　　　則第三条第一号ヲ及び第五条第十四号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令　　　第四条第六号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業（昭和62年厚　　　生省告示第203号）」に記載されているいずれかの施設種別でない施設は実習施設　　　としては認められないので、よく確認して正確な施設種別を記入すること。
　※事業所単位で届出すること。同一の法人が入所施設において事業を行っていたり、複数の事業所を経営している場合もあるが、外見上同じ「施設」であっても、法令上別の施設・事業所であれば実習施設としても別の施設として扱われるので注意すること。
[bookmark: _Hlk220682624]　※追加する実習施設の「名称」、「施設種別」、「定員」及び「設置年月日」については、「実習施設等承諾書」、「実習施設等の概要」などの他の書類と完全に一致させること。
　※「実習施設及び実習指導者」の変更とは、「実習施設等の種類、名称、所在地、設置者又は経営者の氏名（法人にあっては、名称）及び設置又は開始の年月日並びに当該実習施設等における実習用設備の概要及び実習指導者の氏名」に係る変更のことであり、それ以外の場合は届出を要さないものであること。（学校と実習施設で適切に管理されていれば問題ない。）

２　変更理由書
※変更時期（追加届出施設に初めて実習生を派遣する年月日）、変更内容、変更理由を具体的に記載すること。
[bookmark: _Hlk221093224][bookmark: _Hlk221093212]　※実習施設の変更においては、既存施設数、今回追加届出施設数、今回削除届出施設数、合計施設数、追加・削除となった実習施設の名称を記載すること。
[bookmark: _Hlk221093409]※実習指導者の変更においては、追加・削除となった実習指導者の氏名及び実習指導者調書頁番号を記載すること。
※ホームページに掲載している「大学等確認変更届出書　チェックリスト」を「変更理由書」として活用することを推奨。

３　実習施設等承諾書【参考様式１】（変更のあった施設のみ）
（1） 承諾者
設置者（法人）の代表者であること。なお、「施設長」や「園長」が承諾者となっている場合は、その者に実習受入の承諾権限が設置者より委託されていることが確認できる書類を添付すること。
（2） 実習生の受入開始時期
　学校において当該実習施設で実習を開始しようとする年月を記載すること。
（3） 実習受入可能時期
　受入可能時期は、当該実習施設が１年間のうち実習を受け入れることが可能な月を記載すること。
（4） 実習受入人数
　一の実習施設における実習受入人数については、その実習施設の実習指導者１人あたり５名までとなっているため、この数を超えないように注意すること。なお、承諾書に実習指導者１人あたり５名を超える人数が記載されていても、実際に派遣する人数が実習指導者１人あたり５名の範囲内であれば差し支えないこと。

４　実習施設等の概要【参考様式２】（変更のあった施設のみ）
　※「主な設備」には実習で使用する部屋、器具等を具体的に記載すること。
（部屋、器具等が記載されている場合、施設パンフレットの添付でも可能。）

５　実習指導者に関する調書【様式４】（変更のあった施設のみ）
（1） 実習指導者調書頁番号
一の実習施設に固有のものであるため、実習先として使用することがなくなった施設については欠番とし、その後新たに追加した実習施設の実習指導者については新たな番号を付与すること。１つの実習施設に複数の実習指導者が存在する場合には、「１－１、１－２」と枝番を用いること。
（2） 実習施設名
　昭和62年厚生省告示第203号に基づく施設種別及び当該実習施設の施設名を正確に記載すること。
（3） 氏名
実習指導者の氏名は、登録証における記載と一致させること。なお、婚姻等により姓が変更となった場合は、「○○　○○（旧姓：○○）」と記載し、旧姓の記載が登録証と一致していれば差し支えないこと。
（4） 実習指導者資格要件
　「従事している業務内容」欄及び職歴の「業務内容」欄には、「相談援助業務」をしている、あるいはしていたことが分かるように記載すること。なお、育児休業等の期間については、職歴に含めないこと。
（5） 資格の取得年月日
　登録証の発行年月日ではなく、登録証の「登録年月日」欄に記載された年月日を記載すること。
（6） 区分
調書の（注２）を確認のうえ、①～④のいずれかを必ず記載すること。


６　資格証・講習会修了証等の写し（変更のあった施設のみ）
　※社会福祉士介護福祉士学校指定規則の実習指導者要件に応じた資格証等の写しを添付すること。なお、要件に関係ない資格証等の写しの添付は不要であること。
　※実習指導者講習会を修了した者については、その修了証の写しを添付すること。

７　実習巡回計画表【参考様式７】
（1） 巡回教員について
　巡回教員は、実習演習科目を担当する者であること。
（2） 実習派遣人数
　上記３－（４）を参照のこと。
（3） [bookmark: _Hlk221091572]巡回回数
　実習を担当している教員による巡回を少なくとも週（実実習日数７日間）に１回以上行うこと。ただし、これにより難い場合は、実習期間中に少なくとも１回以上の巡回指導を行っており、実習期間前に福祉系大学等と当該実習を受け入れる実習施設等の実習指導者との間で情報交換を行い、実習に係る教育の到達目標を共有している場合に限っては、定期巡回指導に代えて、帰行日指導を行うことも差し支えないこと。

８　担当者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）
　※当局からの質問等に対して責任を持って対応できる者を記載すること。

通信養成を行う地域（通信課程の場合）の変更
１　大学等確認変更届出書【様式１、様式２】
※「設置年月日」欄には科目確認を受けた年度の４月１日を記載すること。
※「授業開始予定年月日」欄には科目確認を受けた又は定員変更をした年度の４月１日を記載すること。

２　変更理由書
※変更時期、変更内容、変更理由を具体的に記載すること。
※ホームページに掲載している「大学等確認変更届出書　チェックリスト」を「変更理由書」として活用することを推奨。

３　実習演習担当教員に関する調書【様式３】（変更のあった場合のみ）

４　実習演習担当教員に関する資格証・講習会修了証等の写し（変更のあった場合のみ）

５　就任承諾書【参考様式３】（変更のあった場合のみ）

６　実習施設等承諾書【参考様式１】（変更のあった場合のみ）

７　実習施設等の概要【参考様式２】（変更のあった場合のみ）

８　実習指導者に関する調書【様式３】（変更のあった場合のみ）

９　実習指導者に関する資格証・講習会修了証等の写し（変更のあった場合のみ）

１０　学習進度計画表【参考様式４】（変更のあった場合のみ）

１１　時間割【参考様式５】（変更のあった場合のみ）

１２　授業概要【参考様式６】（変更のあった場合のみ）

１３　実習巡回計画表【参考様式７】（変更のあった場合のみ）

１４　学則等（新旧対照表、新学則、旧学則　等）
　※当該変更を行おうとする事項が学則及び細則等において定められている場合に提　　　出すること。

１５　学則の変更について議決している旨を記載した理事会議事録の写し

１６　担当者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）
　※当局からの質問等に対して責任を持って対応できる者を記載すること。



面接授業の実施期間における講義室及び演習室の利用についての当該施設の設置者の承諾書の変更
１　大学等確認変更届出書【様式１、様式２】
※「設置年月日」欄には科目確認を受けた年度の４月１日を記載すること。
※「授業開始予定年月日」欄には科目確認を受けた又は定員変更をした年度の４月１日を記載すること。

２　変更理由書
※変更時期、変更内容、変更理由を具体的に記載すること。
※ホームページに掲載している「大学等確認変更届出書　チェックリスト」を「変更理由書」として活用することを推奨。

３　面接授業実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該大学等の設置者　　　の承諾書

４　担当者の氏名、連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）
　※当局からの質問等に対して責任を持って対応できる者を記載すること。


指定科目に係る開演科目の名称の変更
１　大学等確認変更届出書【様式１、様式２】
※「設置年月日」欄には科目確認を受けた年度の４月１日を記載すること。
※「授業開始予定年月日」欄には科目確認を受けた又は定員変更をした年度の４月１日を記載すること。

２　変更理由書
※変更時期、変更内容、変更理由を具体的に記載すること。
※ホームページに掲載している「大学等確認変更届出書　チェックリスト」を「変更理由書」として活用することを推奨。

３　変更のあった実習演習科目の授業概要【参考様式６】
※実習演習科目以外の指定科目の場合は提出不要。
※大学等において開講する社会福祉に関する科目の確認に係る指針の別表１に示された教育に含むべき事項が全て含まれているか確認できるよう、該当箇所に下線を引くこと。

４　厚生労働省社会・援護局福祉基盤課にて指定科目等の読替の認定を受けたことが分かる資料
　※指定科目等の読替の範囲外である場合に提出すること。

５　学則等（新旧対照表、新学則、旧学則　等）
※資格取得に必要な修業教科目及び単位数並びに履修方法に関する事項が学則の他の定められている場合は、その内容が確認できる規程等についても新旧規程を添付すること。

６　学則の変更について議決している旨を記載した理事会議事録の写し




【その他の留意事項】
1 [bookmark: _Hlk220682693]電子媒体で当局へ届出する際には、媒体はPDF（300dpi以上）とし、１つのファイル（ファイル名：大学等確認変更届出書（〇〇大学）_260105届出）で提出すること。なお、当省のメールの受信可能容量が約10MBのため、その場合は分割し、ファイル名の先頭に枝番を付記（例：「01_〇〇」～「03_〇〇」）したうえで、提出すること。また、個人情報を送信する場合は、ファイルにパスワードを設定し、別送でパスワードの連絡をすること。

2 書類の順番は、上記の各変更事項に記載の順番に揃えること。ただし、個別の教員に関する書類については教員単位で教員調書頁番号順に、実習施設・実習指導者に関する書類については実習施設・実習指導者単位で実習指導者調書頁番号順に並べること。

3 メールで提出する際の件名には必ず、学校名、提出日、書類名を記載すること。
例）件名：【○○大学】260105大学等確認変更届出書

4 各項目の区切りには、仕切りのページを入れ項目を記載すること。

5 届出の提出期限の日が行政機関の休日の場合
提出期限が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日に関する法律第２条の規定に基づき、行政機関の休日の翌日をもってその提出期限とすること。
例：「令和７（2025）年12月１日」の場合
→提出期限は「令和８（2026）年１月５日（月）」となる。

6 変更があった日から１月以内に届出できなかった場合
任意の様式で届出遅延の経緯や再発防止策を記載した「遅延理由書」を作成し、できるだけ速やかに届出すること。

7 大学等確認変更届出書【様式２】の記載事項である「５　定員等」の変更については単独での届出は要しないが、届出を要する事項①～⑩の変更届出の際に変更を行い、その際には変更内容の分かる資料（新旧対照表、新学則、旧学則　等）を添付すること。
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